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本資料の目的 

1. 本資料は、2023 年 3 月 14 日及び 15 日に開催された IFRS 解釈指針委員会（以下「委員

会」という。）において、審議が行われた仲介者からの未収保険料（IFRS 第 17 号「保険

契約」（以下「IFRS 第 17 号」という。）及び IFRS 第 9 号「金融商品」（以下「IFRS 第 9

号」という。））に関するアジェンダ・ペーパー（以下「AP」という。）及びアジェンダ決

定案の概要を説明するとともに、同アジェンダ決定案への ASBJ事務局の対応案をお示し

することを目的としている。 

 

本資料の構成 

2. 本資料の構成は次のとおりである。 

(1) AP及びアジェンダ決定案の概要1 

(2) アジェンダ決定に対する ASBJ事務局の気づき事項 

3. 別紙として次の資料を添付している。 

別紙 1： アジェンダ決定案（仮訳） 

別紙 2： 要望書における計算例（抜粋） 

 

 

  

                                                   
1 APの詳細及び IFRS-ICでの議論の概要については、資料（2）-2「2023年 3月 IFRS解釈指針

委員会：仲介者から受領した保険料（詳細）」をご参照。 
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AP及びアジェンダ決定案の概要 

事実関係（仲介者からの未収保険料） 

4. 要望書に記載されている事実パターンは、以下のとおり。 

 

 

(1) 仲介者は、保険者と保険契約者の間で保険契約を結ぶ役割を果たす。 

(2) 報告日時点で保険契約者は仲介者に保険料を現金で支払っているものの、保険者は

仲介者からまだ保険料を現金で受け取っていない。保険者と仲介業者の間の契約に

より、仲介者は保険料を後日支払うことが認められている。 

(3) 保険契約者が仲介者に保険料を支払った時点で、保険契約者は保険契約上の義務か

ら解放され、保険者は保険契約上のサービスを保険契約者に提供する義務を負う。

仲介者が保険料を保険者に支払うことができない場合、保険者は保険契約者から保

険料の再度の支払いを求める権利も、当該保険契約を消滅させる権利も有さない。 

5. 要望書は、保険契約者が仲介者に保険料を支払ったが、保険者は当該未収保険料を仲介

者から受領していない場合の、仲介者からの未収保険料の処理を質問している。処理方

法として、以下の二つの見解が示されている。 

見解１ 

IFRS第 17号の境界線内の将来キャッシュ・フローである。 

IFRS第 17号を適用して保険契約グループの測定に含める。 

（保険者は、保険料を現金で受領していない。） 

見解 2 

IFRS第 17号の境界線内の将来キャッシュ・フローではない
．．

。 

IFRS第 17号の境界線内キャッシュ・フローから取り除き、別途、IFRS

第 9号を適用して未収入資産（未収保険料）を計上する。 

（保険契約者は、保険料を支払うことで保険契約上の義務から解放さ

れる。保険者にとっては、保険契約者から保険料を受取る権利が、仲

介者から保険料を受取る新たな権利によって決済されている。） 

 

  

保険者 仲介者 保険契約者 
払込済 受渡未了 
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AP及びアジェンダ決定案における論理構成 

6. AP及びアジェンダ決定案では、以下の順に検討している。 

(1) 仲介者からの未収保険料は、そもそも IFRS 第 17 号における保険契約グループの測

定に含まれるか（保険契約グループの境界線内のキャッシュ・フローか）？ 

(2) 仲介者からの未収保険料は、いつ、IFRS第 17号における保険契約グループの測定か

ら除外されるか？ 

(3) 信用リスクと予想信用損失の取り扱いについて 

（そもそも IFRS第 17号における保険契約グループの測定に含まれるか？） 

7. 仲介者からの未収保険料は、以下の理由から、IFRS第 17号における保険契約グループの

測定に含まれる。 

(1) IFRS 第 17 号の第 33 項は、保険者が保険契約グループの測定に、当該保険グループ

の中の各契約の境界線内のすべての将来キャッシュ・フローの見積りを含めること

を要求している。 

(2) IFRS第 17号同 B65項は、保険契約の境界線内のキャッシュ・フローとは、保険料の

受け取りを含む、保険契約の履行に直接関係するものであると説明している。また、

同項は、保険契約者から直接徴収する保険料と仲介者を通じて徴収する保険料とを

区別していない。 

（いつ、IFRS第 17号における保険契約グループの測定から除外されるか？）2 

8. IFRS 第 17 号の第 34 項は、キャッシュ・フローが、企業が保険契約者に保険料の支払い

を強制できる報告期間中又は企業が保険契約者に保険契約サービスを提供する実質的な

義務を有する報告期間中に存在する、実質的な権利と義務から生じる場合には、当該キ

ャッシュ・フローは、保険契約の境界線内にあると述べている。 

9. 要望書の事実パターンでは、保険者は保険料を現金では回収していない。IFRS 第 17 号

は、保険契約の境界線内の将来キャッシュ・フローを保険契約グループの測定から除外

するのは、当該キャッシュ・フローを現金で回収又は決済されたときに限られるかどう

かを明示していない（Silent）。 

                                                   
2 IFRS第 9号第 2.1項(e)は、 IFRS 第 17号「保険契約」で定義されている保険契約に基づいて

生じた権利及び義務を、IFRS第 9号の適用範囲から除外している。そのため、IFRS第 17号の適

用範囲から除外されて初めて、IFRS第 9号の適用範囲となり得る。 
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10. そこで、委員会は、保険契約者が保険料を支払うことで保険契約上の義務から解放され

る場合の仲介者からの未収保険料の会計処理については、保険者は見解１でも見解 2 の

いずれも適用できると考えた。 

（信用リスクと予想信用損失の取り扱いについて) 

11. 保険者は、いずれの見解をとるにせよ、IFRS第 17号又は IFRS第 9号のすべての要件を、

仲介者からの未収保険料に適用する必要がある。 

アジェンダ決定案における結論 

12. 委員会は、IFRS第 17号は、保険契約の境界線内の将来キャッシュ・フローをいつ保険契

約グループの測定から除外するのかを明示していない（Silent）ために、要望書に記載さ

れた事実パターンにおいては、保険契約者が支払ったが仲介者からは受け取っていない

保険料は IFRS第 17号又は IFRS第 9号のいずれを適用して会計処理することができると

結論づけた。 

13. 委員会は、次の理由から、IFRS第 17号と IFRS第 9 号の相互関係に関するプロジェクト

を基準設定プロジェクトに追加しないことを決定した。 

(1) 同プロジェクトは、料金の修正が意図せざる結果をもたらさないかを評価する必要

があるが、多様な契約（本要望書に記載の事実パターンに限定されない）が対象とな

るために、その評価には相当の時間と労力を要する可能性がある。 

(2) 保険契約者が支払ったが仲介者からは受け取っていない保険料を IFRS 第 17 号又は

IFRS第 9号のいずれで処理しても、IFRS第 17号及び IFRS第 9号の要求事項に基づ

いて有用な情報が提供される。 

(3) 同プロジェクトは、コストを上回る便益をもたらすような財務報告の改善にはなら

ない。 

以 上 
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（別紙 1）アジェンダ決定案（仮訳） 

1. 当アジェンダの暫定的なアジェンダ決定案（仮訳）は、以下のとおりである。 

仲介者からの未収保険料（IFRS第 17号「保険契約」及び IFRS第 9号「金融商品」） 

委員会は、保険契約を発行している企業（保険者）がIFRS第17号及びIFRS第9号の要求事

項を仲介者からの未収保険料にどのように適用するのかに関する要望書を受け取った。 

要望書に記載された事実パターンでは、仲介者は保険者と保険契約者との間の連絡役と

して行動し、両者の間の保険契約を準備する。保険契約者は仲介者に保険料を現金で支払

っているが、保険者はまだ当該保険料を仲介者から現金で受け取っていない。保険者と仲

介者との間の契約は、仲介者が保険者に対する保険料を後日に回収することを認めている。 

保険契約者が保険料を仲介者に支払った時点で、保険契約者は保険契約に基づく義務が

解除され、保険者は保険契約者に保険契約サービスを提供する義務を負っている。仲介者

が保険料を保険者に支払うことができない場合、保険者は保険料を保険契約者から回収す

る権利も保険契約を取り消す権利も有さない。 

要望書は、提出された事実パターンにおいて、仲介者からの未収保険料が保険契約の境

界線内の将来キャッシュ・フローでありIFRS第17号を適用して保険契約グループの測定に

含まれるのか、それともIFRS第9号を適用して別個の金融資産であるのかを質問していた。

要望書は2つの見解を示していた。 

第1の見解（見解1）では、保険者は、仲介者からの未収保険料は保険契約の境界線内の

将来キャッシュ・フローであると判断する。見解1を適用する場合、保険契約者が保険料を

仲介者に支払った時点で次のようになる。 

(1) 保険料配分アプローチが適用されない契約グループについては、保険者は仲介者から

の未収保険料を保険契約の境界線内の将来キャッシュ・フローとして引き続き扱い、

IFRS第17号を適用して、それらが現金で回収されるまで保険契約グループの測定に含

める。 

(2) 保険料配分アプローチが適用される契約グループについては、保険者は残存カバーに

係る負債を増額しない。保険料を仲介者から現金で回収した時点ではじめて負債を増

額する。 

第2の見解（見解2）では、保険契約者による支払で保険契約に基づく保険契約者の義務

が解除されることから、保険者は保険契約者から保険料を受け取る権利が仲介者から保険

料を受け取る権利によって決済されるものと考える。したがって、保険者は、仲介者から

の未収保険料は保険契約の境界線内の将来キャッシュ・フローではなく、別個の金融資産
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であると判断する。見解2を適用する場合、保険契約者が保険料を仲介者に支払った時点で

次のようになる。 

(1) 保険料配分アプローチが適用されない契約グループについては、保険者は当該保険料

を保険契約グループの測定から除外し、IFRS第9号を適用して、別個の金融資産とし

て認識する。 

(2) 保険料配分アプローチが適用される契約グループについては、保険者は残存カバーに

係る負債を増額し、IFRS第9号を適用して、別個の金融資産を認識する。 

IFRS会計基準における要求事項の適用 

委員会は、IFRS 第 17 号が、保険者が保険契約に基づいて保険料を受け取る権利の会計

処理方法を検討するための出発点であると考えた。委員会は次のことを検討した。 

(1) どのキャッシュ・フローが IFRS第 17号を適用して保険契約の境界線内となるのか。 

(2) どの時点でキャッシュ・フローが保険契約グループの測定から除外されるのか。 

(3) どのような情報が信用リスクと予想信用損失に関して提供されることとなるのか。 

IFRS第 17号における保険契約の境界線内となるキャッシュ・フロー 

 IFRS第17号の第33項は、保険契約グループの測定に、当該グループの中の各契約の境界

線内のすべての将来キャッシュ・フローの見積りを含めることを保険者に要求している。

B65項は、保険契約の境界線内のキャッシュ・フローとは、契約の履行に直接関連するキャ

ッシュ・フロー（保険契約者からの保険料を含む）であると説明している。 

 委員会は、IFRS第17号のB65項は保険契約者から直接回収される保険料と仲介者を通じて

回収される保険料とを区別していないことに着目した。IFRS第17号を適用するにあたり、

仲介者を通じて回収される保険契約者からの保険料は、したがって保険契約グループの測

定に含まれる。 

 委員会は次に、保険契約グループの測定にすでに含まれている保険料がどの時点で当該

測定から除外されるのかを検討した。 

キャッシュ・フローを保険契約グループの測定から除外すること 

 IFRS第17号の第34項は、キャッシュ・フローが、企業が保険契約者に保険料の支払を強

制できる報告期間中又は企業が保険契約者に保険契約サービスを提供する実質的な義務を

有している報告期間中に存在する実質的な権利及び義務から生じる場合には、保険契約の

境界線内にあると定めている。 

 要望書に記載された事実パターンでは、保険者は保険料を現金で回収していない。委員

会は、IFRS第17号は保険契約の境界線内の将来キャッシュ・フローが保険契約グループの
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測定から除外されるのが、これらのキャッシュ・フローが現金で回収又は決済される時点

のみなのかどうかを明示していないことに着目した。 

 したがって、委員会は、保険契約者による支払で保険契約に基づく保険契約者の義務が

解除される時点での、仲介者からの未収保険料を会計処理するにあたり、保険者は見解1又

は見解2のいずれかを適用できると考えた。これを念頭に、委員会は次に、両方の見解の信

用リスクに関する情報への影響を検討した。 

信用リスクに関する情報 

 IFRS第17号及びIFRS第9号は、仲介者からの予想信用損失の測定、表示及び開示について

異なる扱いとなる。委員会は、企業がいずれの見解（見解1又は見解2）を適用するのかに

応じて、適用するIFRS会計基準書における測定及び開示の要求事項のすべてを適用するこ

とを要求されると考えた。したがって、保険者はIFRS第17号（IFRS第17号の範囲に含まれ

る契約から生じる信用リスクに関する情報の開示を要求している第131項を含む）又はIFRS

第9号（及びIFRS第7号「金融商品：開示」の要求事項）のいずれかを、仲介者からの未収保

険料に適用する。 

結論 

 委員会は、IFRS第17号は保険契約の境界線内の将来キャッシュ・フローがどの時点で保

険契約グループの測定から除外されるのかを明示していないため、要望書に記載された事

実パターンでは、保険者は、保険契約者は支払ったが仲介者からは未収の保険料を、IFRS

第17号又はIFRS第9号のいずれかを適用して会計処理することができると結論を下した。 

 自らの分析に照らして、委員会はIFRS第17号とIFRS第9号の相互関係についての基準設定

プロジェクトを作業計画に追加すべきかどうかを検討した。委員会は、そのようなプロジ

ェクトは基準の変更が意図しない結果を生じさせるかどうかの評価が必要となることに留

意した。この評価は完了するために相当の時間と労力を要する可能性がある。さまざまな

手順の中でも特に、広範囲の契約（要望書に記載された事実パターンで示されたものだけ

でなく）の分析が必要となるからである。委員会は、保険契約者は支払ったが仲介者から

は未収の保険料を会計処理する際に見解１又は見解2のいずれかを適用することで、IFRS第

17号又はIFRS第9号の要求事項に基づいて有用な情報が財務諸表利用者に提供されるであ

ろうと考えた。 

このため、委員会は、プロジェクトはコストを上回るのに十分となるような財務報告の

改善をもたらさないであろうと結論を下した。したがって、委員会は基準設定プロジェク

トを作業計画に追加しないことを決定した。 

 

以 上 
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（別紙 2）要望書における計算例（抜粋） 

（事実パターン） 

・保険契約は 20X1年 10月 1日に開始され、保険契約者

はその日に保険料を仲介業者に支払った。 

・20X1 年 12 月 31 日より前に保険料が保険会社に送金

されることはない。 

・保険金は保険期間中均等に発生する。 

・保険期間＝1年。 

保険料 ＄2,400  

保険金 （＄1,800） 

リスク調整 （＄120） 

CSM （＄480） 

（アプローチ 1）残存カバーに係る負債残高（20X1年 12月末） 

 
IFRS第 17号 

（資産）/負債 
コメント 

キャッシュ・インフロー (＄2,400)  仲介者経由と予想 

キャッシュ・アウトフロー ＄1,350   ＄1,800x(9/12ヵ月） 

リスク調整 ＄90   ＄120x(9/12ヵ月） 

履行キャッシュ・フロー (＄960)   

CSM ＄360   ＄480x(9/12ヵ月） 

保険（資産）/負債 

（残存カバー資産/負債） 

(＄600)   

（アプローチ 2）残存カバーに係る負債残高（20X1年 12月末） 

 
IFRS第 17号 

（資産）/負債 

IFRS第 9号 

（資産） 
コメント 

キャッシュ・インフロー － (＄2,400) IFRS 第 17 号に基づき受領した

ものとみなし、IFRS第 9号に基

づき資産として認識 

キャッシュ・アウトフロー ＄1,350   ＄1,800x(9/12ヵ月） 

リスク調整 ＄90   ＄120x(9/12ヵ月） 

履行キャッシュ・フロー ＄1,440 (＄2,400)  

CSM ＄360   ＄480x(9/12ヵ月） 

保険（資産）/負債 

（残存カバー資産/負債） 

＄1,800 (＄2,400)  

以 上 


